
工　事　名 令和７－８年度　徳島地方合同庁舎エレベーター設備改修工事

担当事務所 四国地方整備局　営繕部

工事場所 徳島県徳島市徳島町城内６－６

工事種別 機械設備工事

一般競争入札（ＷＴＯ対象外）
総合評価落札方式（施工能力評価型【Ⅱ型】）
契約後ＶＥ試行・施工体制確認型試行・WLB評価・賃上げ評価

令和7年5月16日 午後5時まで

令和7年6月19日 午後2時まで

令和7年6月24日 午後1時30分

（庁舎）
　建物用途： 事務庁舎
　建物構造： 鉄筋コンクリート造
　建物規模： ７階建（地下１階）　延べ面積　６,７７９．２１㎡

　上記の他、別紙１による

競争参加資格要件の概要

施工実績

配置予定技術者

入札公告等の概要（参考）

　本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料であり、公告文・入札説
明書の一部ではありません。

　本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧下さい。

契約方式

競争参加確認申請書提出期限

企　業

　平成２２年度以降に元請けとして、同種工事１を施工した実績を有すること。
　同種工事１とは完成・引渡しが完了した一件の工事で、次のア）からエ）の要件を満たすエレベー
ター設備工事とする。
（新設か改設（システム一式（試験、調整を含む機器等の施工）)かは問わない。）
　また、本工事におけるエレベーター設備の工場製作にかかる設計、工程管理、検査・試験に関
する自らの体制を証明できること。

入札書の提出期限

開札日

令和７年９月１日から令和８年９月１４日まで（余裕期間：契約締結の翌日から令和７年８月３１日
まで）

企業と同じ

（いずれかを満たすこと）

工事内容

本工事は次に掲げる建物のエレベーター設備の改修工事である。

等級（ランク）

本店、支店、営業所の所在地 建設業法の機械器具設置工事の許可を有すること。

工　　期

機械設備工事

  ア）形式：ロープ式
  イ）用途：乗用エレベーター（寝台用、人荷共用を含む）ただし、ホームエレベーターは除く
　ウ）積載荷重：６００㎏（定員　９人）以上

（ハ）技術士（機械部門又は総合技術監理部門（選択科目を機械とするものに限る））の資格を有
する者。

（ニ）国土交通大臣が（イ）又は（ロ）と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した
者。

配置予定技術者資格

　エ）速度：４５ｍ/min以上

（イ）建築学、機械工学又は電気工学に関する学科を卒業後

　　(a)  高等学校（旧中等学校令による実業学校を含む。）若しくは中等教育学校の場合は５年以
上の機械器具設置工事の実務経験を有する者。

  　(b)  高等専門学校（旧専門学校令による専門学校を含む。）若しくは大学（旧大学令による大学
を含む。）の場合は３年以上の機械器具設置工事の実務経験を有する者。

（ロ）１０年以上の機械器具設置工事の実務経験を有する者。



（別紙１）

１．工事の概要
本工事は、次に掲げるエレベーター設備工事である。
（１）主な工事内容

ロープ式　普及型エレベーター（乗用）機械室有り　２基　１～６階、地階　７箇所停止
既存（ロープ式　機械室有り）２基を撤去し、上記２基を新設する。

（２）施工条件

２．実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等
本工事において、以下の取組みを実施しています。
（１）実態を踏まえた積算の運用

 （２）施工条件等の円滑な協議

（３）工事関係図書等の効率化

（４）余裕期間の設定

（５）入札時積算数量活用方式の適用

（６）専任補助者の配置（試行）

３．その他

施工実績及び施工経験の工事内容が添付書類で確認出来ない。
配置予定技術者の工事への従事状況が添付書類で確認出来ない。
配置予定技術者の監理技術者資格者証の有効期限が切れていた。
工事費内訳書の一部金額未記入。提出業者名が未記入。

四国地方整備局営繕部のHP上で入札説明書の読み方を次のURLにて掲載していますので、参考としてください。
https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/file/business/yomikata.pdf

　受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」を行う工事です。工事関係資料の重複
提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類につ
いて監督職員と協議した上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次のURL よりダウンロードすることがで
きます。
　　https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/business/syorui.html

・現場説明書及び図面を参照してください。

　工事の始期前の余裕期間内（本工事では、令和７年８月３１日とする。）は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要で
す。また、その期間、現場代理人の常駐義務はありません。

　なお、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができますが、この余裕期間内は、工事に着手すること、資材の搬入、仮設
物の設置等を行うことはできません。

　入札時において 発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して
入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に
基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量活用方式」を適用します。

近年、下記のような欠格（無効）事例がありました。
競争参加資格確認申請書を提出する前に再度の確認をお願いします。

　本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単価」を用い、法定福利費相当額が反映された見積書式
の活用を行う等、実態を踏まえた価格設定を行います。

　現場実態を反映させた施工条件による共通費（共通仮設費、現場管理費の積み上げ分）の積算を行っています。

　施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件等について監督職員と協議した
結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、設計変更の対象となります。

　若手技術者等現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する「専任補
助者」を配置できます。
　専任補助者を配置する場合、専任補助者は落札決定後に配置した主任技術者又は監理技術者から選定するものとし、新た
に配置する主任技術者又は監理技術者は、入札説明書の要件を満たすものであることとし、それぞれ受発注者間の協議に
よって決定します。


